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1.指摘事項(コメント)りスト(1/2)

受領日

2020/6/8

査会合

コメント内容

型式証明の審査範囲を明確に
するために、以下 につい

て説明すること。
a-1)送容器と送荷姿の
仕様・犠'・価上の差異
a-2)縦き姿勢で設する
方法における緩体の設有
無

兼用キャスクの定義を整理す
ると共に、型式証明での審査

事項及び後段申請での確認事
項を明確にすること。

1' 2020 8 6

審査会合

1" 2020 8 6

審査会合

該当条文

2

縦置き②による設置方法にお
ける基本設計方針を示すととも
に、型式証明と後段申請の範

囲を明確にすること。

2020 6 8

会合

コメント回答

.(1-1)構造及び安全機能上の送容器との差(P3~P.10)を
まえ、「輸送荷姿」として申している貯方式の分類を「蓋部の金

への突が生じない方法」に適正化し、同設方法の
求事項を足する設計とする。また、本貯蔵方法の名称は、「蓋部
の金属部への突が生じない設置方法(横き)」とする。
・(1-2)各設方法の概要、及び縦き姿で設置する方法におけ

体の有無及び衝体の位づけをP.11に示す。

型式明での確認事と
(変更)許可段階での確認
の整理表を作成すること。

全般 各設置方法における兼用キャスク及び輸送用及ひ貯蔵用付属品の
定義、並びに型式証明の審査事項及び後段申請ての確認事項を
明確にした(P4~P9 本整理結果を踏まえ、「基礎等に固定する
設置方法(縦置き)」の貯蔵架台については本申請の範囲外とす
る

基礎等に固定する設置方法設置方法(縦置き②)の基本設計方針
及び耐震評価方針、並びに耐震評価における型式証明での審査事
項及び後段申請での確認事項をP.10~P25に示す。

全般

@ MITSUBISHI HEAⅥ、1NDU$TR振S, LTD, A11 R唱h15 Re5erリed

全般

人三菱重工

・型式証明での確認(説明)と設(変更)許可申
る確認の理表をP.19~P311こ示す。

対応状況

2020/8/6審査会
合で明。

次回審査会合で

説明予定。

次回審査会合で

説明予定。

におけ 2020/8/6 査会

合で説明。

無断複製・転載禁止三菱重工業株式会社



1.指摘事項(コメント)りスト(2/2)

3

受領日

2020 6 8

審査会合

コメント内容

17× 17燃料と15×15燃料を混
載しないことを申請書に明記の
こと。また、A型とB型を混載で
きること、及び安全評価で厳し
い燃料条件となる理由につい

て説明すること。

木材の健全性評価では、使用
中の他、製造時や保管状態の
影響も併せて説明すること。ま
た、使用中の木材の状態につ
いて確認する方法があれぱ併
せて説明すること。

4 2020 6 8

審査会合

該当条文

16条 今後回答する

16条 今後回答する。

コメント回答

@ M1丁SUBISHI HEAⅥ、1NDUSYRIES, Lオ'D, A11 Rlgh15 ResBrved

人三菱重工

対応状況

未

(今後回答予定)

未

(今後回答予定)

無断複製・転載禁止三菱重工業株式会社



2.指摘事項への回答 2.1 指摘事項への回答(NO.1')

指摘事項(NO.1')

兼用キャスクの定義を整理すると共に、型式証明での審査事項及び後段申請での確認事項を明確にすること。

(回答)

本申請での設置方法を下表に示す。各設置方法における兼用キャスクの定義をP.5に示す。また、型式証明の審査事項及び後段申
請の確認事項をP.9に示す。本整理結果を踏まえ、申請範囲として申請している唄宇蔵架台(縦置用)」にっいては本申請の範囲外と
する。

地盤の

状態

兼用キャスクの

基礎等への固定

地盤の'

十分な 0松@

支持を
基礎等に想定
固定する(しない

地盤の基礎等に

十分な固定しない

支持を
基礎等に想定
固定する(⑤)する

(注"全ての貯蔵方式において、地震による周辺施設の損壊を考慮する
(注2)兼用キャスクは基礎に固定された貯蔵架台に設置される

蓋部の金属部への衝突が生じない設置方法柱1)

縦置き①横置き

兼用キャスク

緩衝体

貯蔵深台(横置き地盤
(貯蔵建屋内又は屋外)

0

▲

新規追加

無断複製・転載禁止三菱重工業株式会社

上部緩衝体

0 (注2)

兼用キャスク

貯蔵架台
1 置き用)

地盤(屋外のみ)

0

基礎

上部緩衝体

兼用キャスク

貯蔵架台
(縦置き用)

地盤
(屋外のみ)



2.1 指摘事項への回答(NO.1')

■兼用キャスクの定義

設置許可基準規則の定義淘に基づき、MSF-24P型の事業所外運搬及び原子力発電所内貯蔵に関連する部品又は設
備にっいて、兼用キャスクとして定義されるものを明確にしナニ(下表)。

(注)設置許可基準規則第2条第2項第41号抜粋:_
兼用キャスウとは、使用済燃料を工場内に貯蔵する乾式キャスクのうち、使用済燃料の工場等外への運搬に使用する容器に兼用する二とができるものとして、

のをいう

キャスク本体生

バスケット兼用
キャスク 一次蓋

二次蓋

乾式 モニタリングホートカバーフレート泣
キャスク

輸送用三次蓋

貯蔵用三次蓋迦

輸送用緩衝体
緩衝体

貯蔵用緩衝体住'

貯蔵架台
周辺施設

圧カセンサ柱5

(注)輸送時又は貯蔵時に使用される部品又は設備を「0」、使用されないものを「ー」として示す。

分類

0

部品/設備

(注1)胴、中性子遮蔽材、外筒等で構成される
(注2)輸送時に二次蓋上面に設置される貯蔵時には圧カセンサを設置するため、モニタリングポートカバーは設置しない(P'参照)0 _、

(注3)貯蔵時1三三次蓋面1三設置するシーJ ナ:め1ミ貯蔵用瓢衝体'部は、覇送用緩衝体"上部)(β、7参照)に対し、P.8に示す一部改造を行う
(注5)貯蔵時に一次蓋と二次蓋の蓋間圧力監視のため、二次蓋上面に設置される中6参照)。

0

無断複製・転載禁止三菱重工業株式会社@ M!TSUBISH! HEAⅥ、1NDUSTR旧S' LTD, A" RighキS Re5erved

輸送時
(事業所外運搬)

よ.三菱重工

新規追加

貯蔵時
(原子力発電所内貯蔵)

0

0
0
0
0

0
 
0
 
0

一
一
一



2.1 指摘事項への回答(NO.1')

二次蓋の構造

@ MITSUBISHI HEAⅥ'1NDUSTRtES, LTD. A" R19ht5 Re5日「ved

(貯蔵時)

▲三菱重工

新規追加

内は商業機密のため、非公開とします

(輸送時)

無断複製・転載禁止三菱重工業株式会社



2.1 指摘事項への回答(NO.1')

●輸送用三次蓋の構造

@ MITSUBISHI HEAV、,、1NDUSTR旧S, LTD. A" Rlghts Reserved

▲三菱重工

新規追加

内は商業機密のため、非公開とします 無断複製・転載禁止三菱重工業株式会社



2.1 指摘事項への回答(NO.1')

貯蔵用三次蓋の構造

@ MITSUBISHI HEA^'1NDUSTRIE$. L7'D, A" Rights Re5elYed

よ.三菱重工

新規追加

内は商業機密のため、非公開とします 無断複製・転載禁止三菱重工業株式会社



2,1 指摘事項への回答(NO.1')

型式証明での審査事項及び後段審査での確認事項
P.5の整理を踏まえ、型式証明での審査事項及び後段審査での確認事項を下表に整理した。

型式証明では、以下を審査頂く予定である(下表赤枠参照)。
.貯蔵用の兼用キャスク関連部品/設備を使用した状態での兼用キャスクキの設置許可基準規則への適合性

注)申請範囲として申請している「貯蔵架台(縦置用)」は、申請範囲外へ適正化する

用途

事業所

外運搬

貯蔵時

設置方法

(輸送荷姿)

原子力

発電所

内貯蔵

蓋部の
金属部
への衝

突が生
じない

設置方
法

緩衝体

輸送用
緩衝体
上・下部

兼用キャスクの関連部品/設備

圧力モニタリング

ホ゜ートカハ'ーセンサ

横置

き

基礎等
縦置に固定

き②する設
置方法

(注1)型式証明申請において、事業所外運搬に係る適合性説明は行わないが、後段の型式指定において外運搬規則への適合性を示すために必要となる輸送用付属00(輸送果
台を除く)の仕様及び構造は、型式証明申請内に含める。

三次蓋

貯蔵用
緩衝体
上・下部

縦置

き1

輸送用
三次蓋

無断複製・転載禁止三菱重工業株式会社

モニタリンク

ホートカハ

@ MITSUBISHI HEAい、1NOUSTR旧S, LTD, A11 Right5 ReseNed

貯蔵用
緩衝体
(上部)

貯蔵用
三次蓋

なし

'三菱工

架台

なし

(輸送架台)

新規追加

審査事項

貯蔵架台
(横置用)

圧力

センサ

^(注1)

後段審査での確認事項
(型式認証制度を用いる場合)

設置許可

貯蔵架台

(縦置用)

0

(左記の部品/

設備を使用し
た状態での兼
用キャスクの
設置許可基準
規則への適合

性)

型式指定

0

(外運搬規則
への適合性

0

(型式証明を
受けた設計で
ある二と、及び
使用できる条
件に含まれる

二と)

設工認

0

(型式証明を
受けた設計の
技術基準への

適合性)

0

(外運搬規則
に適合してい
る二と、及び型
式指定を受け
た設計である
二と、及び使用
できる条件に
含まれること)



2.指摘事項への回答 2.1指摘事項への回答(NO.1")

指摘事項(NO.1")

縦置き②による設置方法における基本設計方針を示すとともに、型式証明と後段申請の範囲を明確にすること。

(回答)

基礎等に固定する設置方法(縦置き②)の基本設計方針、及び耐震評価方針、並びに耐震評価における型式証明での審査事項及
び後段申請での確認事項を以下に示す。

P.11~12参照①縦置き②による設置方法の基本設計方針

・・P,13~14参照②耐震評価方針

P.15~18参照③耐震評価概要(速度条件)

P.19~20参照④耐震評価概要仂口速度条件)

・・P21~25参照⑤型式証明と後段申請の範囲

心 MITSUBISHI HEA^'1NOUSTRIES, LTD. A11 Rights Re5eNed 無断複製・転載禁止三菱重工業株式会社

'三菱重工



2.1 指摘事項への回答(NO.1")

①縦置き②による設置方法の基本設計方針

縦置き②による設置方法
縦置き②による設置方法(以下、「カップホルダ貯蔵方式」と称する)は、円柱形状の掘り込みを有する貯
蔵架台に兼用キャスクの底部を勘合させることで兼用キャスクを支持する方法である。兼用キャスクは
貯蔵架台に固縛しない。

園 M1サSUBISHI HEAⅥ'1NOUSTR旧S. LTD. A11 Rlghts ReserYed

よ、三菱重工

兼用キャスク

貯蔵架台

(固定ボルトを含む)

無断複製・転載禁止三菱重工業株式会社



2.1 指摘事項への回答(NO.1")

①縦置き②による設置方法の基本設計方針

兼用キャスクの耐震の基本設計方針

第6項地震力に対して、兼用キャスクの安全機能(臨界防止、遮蔽、除熱、閉じ込め)が損なわれるおそれ
がない設計とする。

. 規則適合性の説明方針

兼用キャスクを貯蔵架台に設置した状態において、第6項地震力によって兼用キャスクに作用する荷重に
対し、兼用キャスクの安全機能が維持できることを示す。

@ MITSUBISHI HEAV、,1NDUSTRIES, LTD. A11 Rlgh15 Resefved

人三菱重工

無断複製・転載禁止三菱重工業株式会社



2.1 指摘事項への回答(NO.1")

②耐震評価方針

●審査ガイドの規定

審査ガイドでは、地震力として、下の0又は②のいずれかを適用することを定めており、型式申請では、
1兼用キャスク告示で定める地震力仂口速度及び速度)を適用する。

査ガイド抜粋兼用キャスク告示で定める地震力

4.2.1 地震

【審査における確認事項】

第6項地震力を適用していること。

【確認内容】

1 設置許可基準規則の解釈別記4第4条第3項に基づき、第6項地震力を定めているこ

と。

2 第6項地震力として、以下のいずれかを適用している二と。

1 兼用キャスク告示で定める地震力

地霞力を算出するために必要な加速度及び速度は以下のとおり。

.加速度;水平230OGa1 及び鉛直160OGal

水平 200α"/S 及び鉛直 140avs・速度

②基準地設動による地震力

解放基盤表面から兼用キャスク設置位置までの地震波の伝播特性を適切に考慮する

とともに、必要に応じて地盤の非線形応答に閏する動的変形特性を考慮して求めた地盤

応答加速度に基づく地震力

@ MITSUBISHI HEAⅥ、1NDUSTR唯$, LTO. A" Rights Re5erYed

▲三菱工

無断複製・転載禁止三菱重工業株式会社



2.1 指摘事項への回答(NO.1")

(2)耐震評価方針

■速度条件による評価

》兼用キャスクは固縛することなく、貯蔵架台とのクリアランス内でガタを有する支持方法である。
》地震時、兼用キャスクがガタの中で貯蔵架台に対して相対的に移動し、貯蔵架台と接触(衝突)するこ

とにより荷重が発生する。

》したがって、兼用キャスク告示で定める地震力の速度条件を用いて兼用キャスクと貯蔵架台との衝突
荷重を算出し、兼用キャスクの構造健全性を評価する。

地震力(速度)

加速度条件による評価

》ガタの隙間が十分に小さいため、完全支持状態とみなした上で、兼用キャスク告示で定める地震力の
加速度条件を用いて兼用キャスクの構造健全性を評価する。

71 ース ーノ

@ MITSUBIS川 HEAV、1,'1NDUSTRIES, LTD. A11 Rlghls Re5eNed

兼用キャスクが剛であるため、
基本的に荷重は発生しない

ノ

よ、三菱工

地震力(速度)

^

ガプ 、ル

衝突時、兼用キャスク及び
貯蔵架台に荷重が発生

派

無断複製・転載禁止三菱重工業株式会社



2.1 指摘事項への回答(NO.1")

③耐震評価概要(速度条件)

速度条件を用いた耐震評価フロー

有限要素法による兼用キャスクと貯蔵架台の衝突荷重の算出

<兼用キャスク、貯蔵架台仕様>

材料、寸法、形状等

評価開始

兼用キャスクの応力、構造強度評価

兼用キャスクの安全機能は維持される

兼用キャスクと貯蔵架台の衝突荷重に対して、兼用キャスク各部の発生応力を求め、
性を評価することで、兼用キャスクの安全機能が維持できることを示す。

@ MITSUBISHI HEAV',、1NOUSTR旧S, LTD. A" Rlghl$ Reserved

◆^

▲三菱重工

兼用キャスク告示で

定める地震力(速度)

地震力(速度

構造健全

無断複製・転載禁止三菱重工業株式会社



2.1 指摘事項への回答(NO.1")

③耐震評価概要(速度条件)

解析モデル(衝突荷重算出用)

速度条件

水平20ocm/S 及び鉛直140cm/S

評価モデル

解析コード
LS・DYNA

解析条件

兼用キャスクに初速(速度条件)を付与して、貯蔵架台に衝突させ、その際の発生
荷重を評価する。

@ MITSUBISHI HEAⅥ'1NDUSTRIE$, LTD, A【1 Rlght5 RE5eNed

速度

髪昇,^ル,杉

人三菱重工

無断複製・転載禁止三菱重工業株式会社



2.1 指摘事項への回答(NO.1")

③耐震評価概要(速度条件)

●境界条件(貯蔵架台の主要仕様)

主要形吠件寺徴)

・掘り込み部

・脚部設置

・固定方法

主要寸法
・外形

・勘合部

・固定ボルト M56 × 14

材料
炭素鋼唄宇蔵架台

ニッケルクロムモリブデン鋼・固定ボルト

兼用キャスクを縦置き状態で設置

エアパレットを挿入

固定ボルトで基礎に固定

310omm X 270omm X450mm

[ニニニコ内は商業機密のため、非公開とします 無断複製・転載禁止三菱重工業株式会社@ MITSUBISHI HEAⅥ'1NDUSTR惜S, LTO. A11 Right$ ResoNed

人三菱重工



2.1 指摘事項への回答(NO.1")

(3)耐震評価概要(速度条件)

構造健全性評価

兼用キャスクの安全機能を担保する主要部材に対して、応力値が民間規格(JEAG4601、JSME金属
キャスク構造規格等)を満足することを確認する。

<評価部位>

・胴

・蓋

・密封境界部(蓋ボルトを含む)
りゞスケット

@ MITSUBISHI HEAⅥ、1NDUSTR旧S, LTD. A}1 Right5 Re5巳「vod

人三菱重工

[ニニニ]内は商業機密のため、非公開とします 無断複製・転載禁止三菱重工業株式会社



2.1 指摘事項への回答(NO.1")

④耐評価概要仂口速度条件)

■加速度条件を用いた耐震評価フロー

<兼用キャスク、貯蔵架台仕様>

材料、寸法、形状等

評価開始

有限要素法による兼用キャスクに作用する荷重の算出

兼用キャスクの応力、構造強度評価

兼用キャスクの安機は維される

》 兼用キャスクに作用する荷重に対して、兼用キャスク各部の発生応力を求め、
価することで、兼用キャスクの安全機能が維持できることを示す。

@ MITSUBISHI HEAVY INDUSTR旧S, LTD. A11R{gh19 ReseNed

▲三菱重工

兼用キャスク告示で

定める地震力仂口速度)
震力仂口速

構造健全性を評

無断複製・転載禁止三菱重工業株式会社



2.1 指摘事項への回答(NO.1")

(4)耐震評価概要仂口速度条件)

解析モデル(荷重算出用)

加速度条件

水平230OGa1及び鉛直160OGal

評価モデル

解析コード
ABAQUS

解析条件

兼用キャスクに慣性力仂口速度条件)を付与して、兼用キャスクに作用する荷重を評価する。

境界条件(貯蔵架台の主要仕様)
速度条件(P.17)と同じ

構造健全性評価
速度条件(P.18)と同じ

@ MITSUBI$HI HEAⅥ、1NDUSTRIES, LTD. Aリ Righls Re託rved

加速又

徐,而多伽房

▲三菱重工

無断複製・転載禁止三菱重工業株式会社



2.1 指摘事項への回答(NO.1")

(5)型式証明と後段申請の範囲

設置許可申請での確認事項

審査ガイドでは、地震力として、下の0又は②のいずれかを適用することを定めており、設置許可申請では、
0兼用キャスク告示で定める地震力仂口速度及び速度)又は②基準地震動による地震力のいずれかを適用
する。

査ガイド抜粋兼用キャスク告示で定める地震力

4.2.1 地震

【審査における確認車項】

第6項地霞力を適用していること

【確認内容】

1)設置許可基準規則の解釈別記4第4条第3項に基づき、第6項地震力を定めているこ

と。

2)第6項地震力として、以下のいずれかを適用していること。

1 兼用キャスク告示で定める地震力

地霞力を算出するために必要な加速度及び速度は以下のとおり。

加速度;水平230OGa1 及び鉛直160OGal

水平200働/S及び鉛直140avs速度

②基準地設動による地震力

解放基盤表面から兼用キャスク設置位置までの地震波の伝播特性を適切に考慮する

とともに、必要に応じて地盤の非線形応答に関する動的変形特性を考慮して求めた地盤

応答加速度に基づく地震力

@ MITSUB,SHI HEAVY INOUSTRIES. LTD. AH Rlght5 Re5巳「vod

よ、三菱重工

無断複製・転載禁止三菱重工業株式会社



2.1 指摘事項への回答(NO,1")

⑤型式証明と後段申請の範囲

設置許可申請での確認事項
0兼用キャスク告示で定める地震力を適用する場合

以下を確認する。なお、地震力は型式申請の条件と一致するため確認不要である。

0寸法、材料等の設計条件が型式申請の条件と同一であること

@基準地震動による地震力を適用する場合

兼用キャスクは固縛することなく、貯蔵架台とのクリアランス内でガタを有する支持方法であることから
、時刻歴波による地震応答を評価する。この場合、兼用キャスクに発生する荷重は、貯蔵架台との相
対速度に依存するため、時刻歴地震応答における兼用キャスクと貯蔵架台の相対速度が告示地震力
(速度条件)以下であることを示すことで型式申請の結果が適用できると判断できる。

したがって、以下を確認する。

0寸法、材料等の設計条件が型式申請の条件と同一であること

0兼用キャスクと貯蔵架台の相対速度が型式申請の条件以下であること柱1)

(注1)カップホルダ貯蔵方式における時刻歴動解析備足1中・23参刷によって、兼用キャスクと貯蔵架台

の相対速度が型式申請の地震力条件(7K平20ocm/S、鉛直140cm/S)以下であることを示す。

<評価例>

100OGa1相当のPVVR人工地震波備足2炉・24参剛での時刻歴動解析の場合

・フK平方向:速度最大値:92Cm/S (衝突時最大:76Cm/S)く告示に定める地震力:20ocm/S

く告示に定める地震力:140cm/S・鉛直方向:速度最大値:51Cm/S

@ MITSUB熔州 HEAⅥ'1NDUSTRIES, LTD. A11Righ15 ReselYed

人三菱重工

無断複製・転載禁止三菱重工業株式会社



2.1 指摘事項への回答(NO.1")

⑤型式証明と後段申請の範囲

(補足1)時刻歴動解析の概要

解析モデル
》兼用キャスク、貯蔵架台、固定ボルトで構成(ソリッド要素でモデル化)
》貯蔵架台は床面(基礎)に固定ボルトで固定
》兼用キャスクと貯蔵架台の掘り込み部の隙間:半径2mmを考慮
》兼用キャスクは、貯蔵架台の掘り込み部に置いた状態を模擬

解析コード
》 LS-DYNA

解析条件
》弾性評価

》接触要素による兼用キャスクと貯蔵架台の衝突を考慮
》床面(基礎)に時刻歴地震波を入力

@ MITSUBISHI HEAⅥ'1NDUSTR旧S. LTD. A11 Rights Reserved

'三菱重工

無断複製・転載禁止三菱重工業株式会社



2.1 指摘事項への回答(NO.1")

⑤型式証明と後段申請の範囲

(補足2) PVVRプラントの人工地震波

日本国内PVVRプラントの使用済燃料ピット床位置における地震特性を考慮した目標床応答スペクト
ルを全周波数範囲にわたって1波で包絡する60秒の人工地震波

鮎

20

15

10

5

0

001

^丁丑1雪Et丑M工ι凹1冷那●ゆ虻口^

H悼'詑叩如粋叩虻丘脚ot如●如、雫如E5仙皿比鴇割を

.、、,

゛

'

.

0.10

発ⅡM{獄1

Xdi1でCdon

0
001

.5

.15

.之0
.030200駒30 .0二0050 60.03010如0

丁^国1面EB】TU堰{']

Z dil'亡CtionY di1てCtionX dlrcction

(出典)日本機械学会論文集「フリースタンディングラックの実用化研究(実寸大試験体を用いた耐震試験)」V01.81,NO.831,2015

無断複製・転載禁止三菱重工業株式会社

Iar武t丑M零t亀生即0鵠^

FINtt帖即那●S難C官り皿of0璃如、追山"号皿工皿C割凱モ

10

5

0

001 010

P血odfキ虻1

Zdi1てCdon

1叫

.15

.20

伽 MITSUBISHI HEA^'1NDustR燈S, LTD. A11Rlghls ReS6Ned

010

発口●f巽CI

Ydlrcctlon

(a) Ta1響こtao011でSP011Se sl)eculun

T訂訟t0卯r^^叩κ訂^

fl0就葬1封0盤^亡Ⅱ^OfoD●如1回叩●"^物亀悼

.コ0

▲三菱重工

100

【
0
一
暑
一
胆
り
モ
U
ぐ .

コ

が
"
名
一
喜
一
寄
U
τ
甘
く

⑩

5.

S1

一
口
】
=
0
一
邑
宮
8
U
忙

N
 
蒔
 
W
 
5
 
0
 
6

戸
゛
.
E
】
■
0
一
邑
U
E
U
イ

W

一
靭
寄
T
'
イ

0
 
5
 
0
 
5
 
0

『
◆
 
1
 
ー

こ
E
一
仁
且
豆
一
啓
く

0

J
円

芥
 
M
 
"
抑

N
 
"
 
W
 
5
 
0
 
占



2.1 指摘事項への回答(NO,1")

(5)型式証明と後段申請の範囲

■各審査フェーズにおける審査範囲

審査

型式申請

審査事項

兼用キャスク告示で定める地震力における縦置き②の耐震評価手法

》貯蔵架台に設置した状態において、兼用キャスクに作用する荷重に対し、兼用キャスクの安全
機能が維持できること。

設置許可

申請

(事業者)

型式申請の条件の適合性確認

》兼用キャスクと貯蔵架台との取合い条件、貯蔵架台の仕様が型式申請と同じであること。
》設置許可申請における評価条件が型式申請の条件以下であること。

①兼用キャスク告示て定める地震力を適用する場合
(確認不要)

②基準地震動による地震力を適用する場合
兼用キャスクと貯蔵架台の相対速度(時刻歴動解析により算出)が型式申請の条{
(7K平20ocm/S以下、鉛直140cm/S以下)以下であること。

言受^言忍

(事業者)

@ MITsualsHI HEA^、1NDU$TRIES, LTD. A11 Rlght5 Re5eN6d

上記方針に基づく健全性評価

人三菱工

無断複製・転載禁止三菱重工業株式会社



3.今後のご説明スケジュール

審査工程案

》次回審査会合にて、縦置き②の申請範囲に係るコメント1こついて、基礎等に固定する設置方法(縦置き
②)1こ係るコメント回答(NO.1'及びNO.1")をご回答。

》上記審議と並行して、設置許可基準規則への適合性にっいて、4つの安全機能(16条)をご説明。

》引き続き、地震(4条)、津波(5条)・竜巻(6条)・その他についてご説明。

(なお、地震(4条)以外の説明事項は、縦置き1と縦置き2は同じである。)

2020年度条項

全般

16条燃料体等の取扱施設
及び貯蔵施設

4条地震による損傷の防止

ヒアリング

審査会合

5条津波による損傷の防止
6条外部からの衝撃による

損傷の防止
その他

ヒアリング

審査会合

卿 MITSUBISHI HEAV、1'1NDUSTR旧S. LTO, A11 Ri9hts RE5eNed

68

ヒアリング

審査会合

▲三菱重工

ヒアリング

審査会合

10月一12月

横置き・縦き1

マ補正

月一3月

置き

マ

縦匙き1と縦置き②の
適合性説明奉項は同じ

"、弐"
横置き

縦置きσX②

に司
マ

無断複製・転載禁止三菱重工業株式会社

縦置き1と縦置きの
適合性説明事項は同し
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